
様式２－１

１．集落マスタープランに係る活動

③改善の見込みなし

２．農業生産活動等として取り組むべき事項

　道府県フォローアップ結果（集落協定）

道府県名 広島県

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり 交付停止

（予定を含む）

△と評価した協定数 11 3 8 0 0

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり

③改善の見込みなし

交付停止

（予定を含む）

交付金返還

（予定を含む）

合計 11 3 8 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 ⑴耕作放棄の防止等の活動

△と評価した協定数 7 2 5 0 0 0

×と評価した協定数

0

 ⑵水路・農道等の管理

△と評価した協定数 3 2 1 0 0 0

合計 7 2 5 0 0

0

合計 3 2 1 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 ⑶多面的機能を増進する活動

△と評価した協定数 3 1 2 0 0 0

×と評価した協定数

0合計 3 1 2 0 0



３．集落戦略の作成状況

（１）集落戦略の作成状況

（２）集落戦略の話し合いに用いる地図の作成状況

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり

③改善の見込みなし

交付停止

（予定を含む）

交付金返還

（予定を含む）

0

×と評価した協定数 11 5 6 0 0 0

△と評価した協定数 118 26 92 0 0

0

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり

③改善の見込みなし

交付停止

（予定を含む）

交付金返還

（予定を含む）

合計 129 31 98 0 0

0

×と評価した協定数 49 15 34 0 0 0

△と評価した協定数 533 92 441 0 0

0合計 582 107 475 0 0



４．加算措置の目標の達成状況

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり

③改善の見込みなし

交付停止

（予定を含む）

交付金返還

（予定を含む）

0 0 0 0 0 0

 ⑴棚田地域振興活動加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数

0

 ⑵超急傾斜農地保全管理加算

△と評価した協定数 1 0 1 0 0 0

合計 0 0 0 0 0

0

合計 1 0 1 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 ⑶集落協定広域化加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数

0

 ⑷集落機能強化加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0

1

合計 1 0 0 1 1 1

×と評価した協定数 1 0 0 1 1

 ⑸生産性向上加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数

1合計 2 1 0 1 1

2 1 0 1 1 1



チ　集落協定の広域化や統合に対する支援 3

1 1

アンケート調査結果
（市町村アンケート結果の集計）

様式２－２

都道府県名

1 4 2

1

ツ　その他

1 3

ア　農業の担い手を確保するための支援

イ　担い手への農地の集積・集約化のための支援

ウ　サービス事業体のほか、多様な農業人材の育成・確保への支援

エ　農業機械の購入、農業用施設や農産加工施設等の整備に対する
　　支援

オ　農業基盤整備への支援

カ　畑地転換への支援

キ　鳥獣害対策に対する支援

ク　高収益作物の生産やブランド化、農産物加工に対する支援

2 4 5 2

1

1

1

1

タ　地域での生活支援活動（高齢者への声掛け、子どもの見守り、
　　買い物支援、雪かき等）に対する支援

1

コ　スマート農業実用化への支援

セ　都市部の組織や市民との交流活動等や地域情報を発信するため
　　の支援

サ　環境負荷低減に向けた取り組みへの支援

シ　地域の各種団体と連携・協力し、地域の農用地を守る仕組みを
　　構築する取組への支援

ス　地域外からの定住者等を確保するための支援

ソ　地域の活動をサポートする組織や人材を確保するための支援

ケ　機械の共同利用や農作業の効率化に対する支援

1

1

1

順位

　　項目

8

3 4 5

13 3 1 1

1

2

1 1

1 1

3 1 3

1

1

2 1

1

3

1

1

3 1

2

2

1

1

1

1

3 3

1

1

1 1

広島県 農林水産局農業基盤課担当部署

5

9 4 1

2 4 2 3

41 2 3

2 1

1．中山間地域では、今後さらに人口減少・高齢化が進行し、農業の担い手の確保も困難になることが予想される状況下、市町村と
しても10年後を見据えると重点を置いて実施する対策も現在と違うことが考えられる。
　　現在と今後（10年後）、重点を置いて実施する必要があると考えられる中山間地域に対する農業・農村振興対策は何か。

4

3

1 1

1 1 3

1 4

1

2

1

【県の分析・所見】
中山間地域に必要な対策としては、現状、約8割の市町で担い手確保や農地集積・集約化、約3割の市町で農業機械の購入や鳥獣害対
策、スマート農業への実施などが挙げられている。今後（10年後）においては、担い手確保、農地集積・集約化は現状と同程度の市町
で引続き実施が必要と判断されているが、スマート農業の拡大や地域の定住者の確保、集落協定の広域化などへの対応など、人口減
少・高齢化が進行することを見据えた結果となっている。

1 2

1 1

2

1

1

18実施市町村数

①現在（市町村数） ②10年後（市町村数）

3

2

1

2 11

2

【第三者委員会意見】
　農地の維持、新規就農者の確保や法人の農業への参入を促進するためにも、農業がビジネスとして成り立つ体制を作り、支援するこ
とが必要。外国産との競争もあり、安易に価格を引き上げることはできないが、ブランド化し高付加価値をつける、自分で販路を持っ
ている法人の参入を推進するといった出荷価格を引き上げられるような工夫を行うべき。



　

ウ　統合や連携は特に推進せず、制度の要件を満たせば支援（活動計画の承認）する

イ　統合ではなく、複数の協定の連携を促して事務の共通化、農地保全活動の共同化、農作業の共同化、機械の
　　共同利用、鳥獣害対策の共同化、生産支援活動の共同化など、連携が可能な活動を推進する

ア　周辺の集落協定との統合や他の協定未加入農家の参加を促進する

ア　１ha以上、２ha未満

イ　２ha以上、５ha未満

ウ　５ha以上、10ha未満

エ　10ha以上、15ha未満

オ　15ha以上

ア　耕地条件が悪く、今後、耕作を継続する見込みが不安視される農地であっても、本制度により守っていきた
　　い

エ　中山間地域の中の耕作条件の良い農地であって、耕作が継続される見込みがあれば、本制度により守ってい
　　きたい

ア　２戸

3

10年後
（市町村数）

11

1

エ　10～1４戸

4 2イ　３～４戸

現在
（市町村数）

10年後
（市町村数）

3 5

最小の単位

1

5

2

1

エ　小さな協定は無い

ウ　中山間地域の中でも耕作条件の良い農地であれば、耕作の有無に限らず、本制度により守っていきたい

市町村数

6

7

4

1

【第三者委員会意見】
　現在、統合できていない協定は簡単に統合できない地域毎の事情があるところが多い。数年ごとに異動のある行政職員だけでなく、
JAや生協等の地域に精通した方からの協力を得ると良いと思う。
　（設問②ー２について）協定農用地面積は１ha以上あれば共同活動を継続できると回答している市町が多いが、それでは利益を出す
ことは難しい。個人農家よりも法人を手厚く支援する、中山間直払制度の農用地面積の下限を現行の１haから引き上げる等、農地の集
約や協定間の統合・連携が進むように制度設計を検討すべき。
　また、統合はできずとも、事務委託、草刈り作業等を共同で行う等、まずは部分的な連携を行うことも考えてはどうか。

1 オ　15戸以上

9 8

②－２　集落協定が今後10年間、共同活動を継続するためには、市町村としては最低限どの程度の協定農地面積と参加農家数が必要と
　　　考えているのか

最小の単位

【最小の協定農地面積】 【最小の参加農家数】

4

2 2

ウ　５～９戸

2 1

3

8

市町村数

イ　耕作条件が悪くとも、耕作が継続される見込みがあれば、本制度により守っていきたい

【第三者委員会意見】
　地域の方が農業活動を維持できる支援をすべきであり、行政が無理やり維持させるような事業ではいけない。残す農地を選別する方
法を検討すべき。
　また、耕作条件が悪い農地を放置すると、鳥獣害の要因になるなど、近隣の優良農地へ悪影響を与える可能性がある。維持できない
農地を荒地にしない管理方法を考える必要がある。国土保全の観点から、国にも支援制度の充実をお願いしたい。

２．今後さらに集落協定参加者の減少・高齢化が予想される状況下、これまでと同様に農地を維持・耕作すること、共同活動を継続
することなどが困難になるほか、事務手続きが十分できない集落協定の増加も考えられる中、どのような考えで次期対策に取り組む
のか

①－１　集落協定からの申請の有無に限らず、市町村として本制度によってどのような農地を守ろうと考えているのか（傾斜等の要件を満
　　　たしていることを前提として回答）

②－１　活動を廃止する小規模協定が多い中、参加農家数10戸以下又は農地面積10ha未満の集落協定が今後も活動を継続するためには、
　　　市町村として何をする必要があると考えているのか

【県の分析・所見】
　約6割の市町が耕作条件が悪くても本制度を利用して地域を守っていきたいと回答。一方で、約4割の市町が耕作条件の良い農地であ
れば本制度により守って行きたいと回答され意見が分かれている。要因としては、本制度が農地を守るためには有用な制度であること
は評価できるが、人口減少・高齢化が進む中、農地条件が悪いところは将来持続的に維持できているのかなどの懸念が伺える。

【県の分析・所見】
　人口減少・高齢化の影響などにより、約7割の市町が協定の統合、もしくは、統合しなくても協定間の連携、保全活動の共同化、農作
業の共同化などが必要と判断されている。

現在
（市町村数）

12



【第三者委員会総評】
　広島県は中山間地域が多く、中山間地域の農業振興が地域の発展に大切である。現在は主に農業者の所得を補償し、農地を維持する
ための制度となっているが、現状維持だけでなく中山間地域での農業が発展するよう、非農家や各分野の専門家からの視点に立ち、農
業がビジネスとして成り立つような別の切り口の支援も必要ではないか。

オ　協定への事務支援は、従来からほとんど行っていない

エ　これまでどおりの協定への事務支援は困難であるが、これといった対応策が思い付かない

ウ　これまでどおりの協定への事務支援は困難なため、協定に対し、外部組織への事務の委託を推進し、事務負
　　担を軽減したい

市町村数

【県の分析・所見】
　8割の市町が事務支援が困難という中、協定の統合や外部への事務委託などにより、事務負担の軽減を図りたいと考えている。
　このようなことから、事務の簡素化はもとより、事務委託費の充実などが必要とおもわれる。

【県の分析・所見】
　今後継続した共同活動を行うためには、多くの市町で協定の統合や複数集落との連携が必要とし、構成員においては、農業者だけで
はなく非農家を含めた各種団体との連携が必要と判断されている。
　このことで、地域の農業を維持するだけではなく、農村の多面的機能の維持発揮の観点から、地域全体の活性化を図っていけるよう
な仕組みが必要である。

10

ケ　その他（　　） 1

ク　市町村が農業委員会やJA等の農業関係機関等と連携し、集落協定の統合又は連携、協定活動への多様な組織
　　等の参画を促す体制を作る

カ　市町村が農業委員会、ＪＡ、公民館、社会福祉協議会、土地改良区、NPO法人、学校等と連携した農地保全
　　及び生活支援活動を推進する

オ　市町村農業担当部局が企画部局、福祉部局、地域振興部局等が連携した農地保全及び生活支援活動を推進す
　　る

エ　集落協定と地域おこし協力隊員、集落支援員、学生等の非農業者との連携を推進する

ウ　集落協定と多面的機能支払いの活動組織、集落営農組織、JA、自治会、社会福祉協議会、PTA、土地改良
　　区、NPO法人、学校等との連携を推進する

イ　集落協定の統合はせず、複数の協定が連携した事務の共通化、農地保全活動の共同化、農作業の共同化、機
　　械の共同利用、鳥獣害対策の共同化、生活支援活動の共同化等を推進する

ア　集落協定の統合（複数の協定を1つの協定にまとめること）を推進する

6

5

8

1

3

キ　市町村が関係機関とも連携した、未実施集落に対する協定活動の実施を働きかける 2

1

④　これまで集落協定が行ってきた各種の共同活動について、今後、これまでと同様に行うことが困難になることが予想されるが、共同活
　動継続のためには、市町村としてどのような体制づくりが必要と考えているのか

市町村数

1

4

2

イ　これまでどおりの協定への事務支援は困難なため、協定の統合や複数協定の連携（事務の共通化）を推進
　　し、事務負担を軽減したい

③　８割の市町村が事務負担の軽減を要望しているが、集落協定に対する事務支援※について、市町村として今後、どうしていきたいと考
　えているのか
　（※事務支援とは、活動計画等の書類の作成等の補助を協定に対し行うことをいう）

11

ア　協定への事務支援を負担に感じていない

【第三者委員会意見】
　市町によっては、管内に数百の協定があり、現状では市町が各協定の状況を詳細に把握することは難しいのでは。協定が行う事務の
簡素化も必要だが、市町をはじめとした推進側の負担の軽減のため、デジタル化の初期費用を補助するといった支援も必要。

【第三者委員会意見】
　他分野との横断的な連携は必要だが、思いだけでは実現し、継続していくことは難しい。農業は大変だというイメージを払拭し、楽
しんで行ってもらえる工夫や、収益をあげられる手法を確立し、非農業者が自ら参加したいと思えるような体制を作るべき。
　また、生協に生産品のPRをお願いするなど、各専門家から協力を得ることも考えられる。


